
　（１）臨床を志向した研究・開発の推進

　（２）病院における研究・開発の推進 評価項目２ １０～１１

　（３）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 評価項目３ １１～２７

２．医療の提供に関する事項

　（１）高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

　（２）患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供 評価項目５ ３１～３４

　（３）その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供 評価項目６ ３４～３５

評価項目７ ３５～３６

評価項目８ ３７～４０

４０

　（１）公衆衛生上の重大な危害への対応

　（２）国際貢献

　（１）効率的な業務運営体制

　（２）効率化による収支改善 ４３～４７

４８

評価項目１２ ４８～４９

５０

５１

５１～５２

５３～５４

５２

５３

〃

〃

５３～５４

５４

５５

５６～５７

第７　その他主務省令で定める業務運営に関する事項

評価項目１４

１．施設・設備整備に関する計画［評価項目１３で評価］

２．人事システムの最適化

３．人事に関する方針

４．その他の事項

３．法令遵守等内部統制の適切な構築

第３　予算、収支計画及び資金計画

評価項目１３

１．自己収入の増加に関する事項

２．資産及び負債の管理に関する事項

１．施設・設備整備に関する計画［中期計画に記載している第７の事項より］

第４　短期借入金の限度額

第５　重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

第６　剰余金の使途

評価項目１１
２．電子化の推進

評価項目４ ２８～３０

３．人材育成に関する事項

４．医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

５．国への政策提言に関する事項

評価項目９
６．その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

４０～４１

国立がん研究センターの評価項目について（案）

中期計画 評価区分
評価の視点（案）
における中期計画
の該当ページ

第１　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
　　るために取るべき措置

評価項目１ ３～１０１．研究・開発に関する事項

第２　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

評価項目１０ ４１～４３１．効率的な業務運営に関する事項

資料１－２－①
国立がん研究センター



　（１）臨床を志向した研究・開発の推進

　（２）病院における研究・開発の推進 評価項目２ ８～９

　（３）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 評価項目３ ９～１８

２．医療の提供に関する事項

　（１）高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

　（２）患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供 評価項目５ ２０～２２

　（３）その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供 評価項目６ ２２～２３

評価項目７ ２３～２４

評価項目８ ２４～２５

２５

　（１）公衆衛生上の重大な危害への対応

　（２）国際貢献

　（１）効率的な業務運営体制

　（２）効率化による収支改善 ２８～３２

３２～３３

評価項目１２ ３３～３５

３６

〃

３６～３７

３８～３９

３７～３８

３８

〃

〃

３８～３９

３９～４０

４０～４１

４１～４２

第７　その他主務省令で定める業務運営に関する事項

評価項目１４

１．施設・設備整備に関する計画［評価項目１３で評価］

２．人事システムの最適化

３．人事に関する方針

４．その他の事項

３．法令遵守等内部統制の適切な構築

第３　予算、収支計画及び資金計画

評価項目１３

１．自己収入の増加に関する事項

２．資産及び負債の管理に関する事項

１．施設・設備整備に関する計画

第４　短期借入金の限度額

第５　重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

第６　剰余金の使途

第２　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

評価項目１０ ２６～２８１．効率的な業務運営に関する事項

評価項目１１
２．電子化の推進

評価項目４ １８～２０

３．人材育成に関する事項

４．医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

５．国への政策提言に関する事項

評価項目９
６．その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

２５～２６

１．研究・開発に関する事項

国立循環器病研究センターの評価項目について（案）

中期計画 評価区分
評価の視点（案）
における中期計画
の該当ページ

第１　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
　　るために取るべき措置

評価項目１ ４～７

資料１－２－①
国立循環器病研究センター



　（１）臨床を志向した研究・開発の推進

　（２）病院における研究・開発の推進 評価項目２ ８～１０

　（３）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 評価項目３ １０～１７

２．医療の提供に関する事項

　（１）高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

　（２）患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供 評価項目５ １８～２２

　（３）その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供 評価項目６ ２２～２４

評価項目７ ２４～２５

評価項目８ ２５～２６

２７

　（１）公衆衛生上の重大な危害への対応

　（２）国際貢献

　（１）効率的な業務運営体制

　（２）効率化による収支改善 ３１～３５

３５～３６

評価項目１２ ３６～３８

３８

〃

３８～３９

４１～４２

４０

４０～４１

４１

〃

４１～４２

４２

４２～４３

４４～４５

第７　その他主務省令で定める業務運営に関する事項

評価項目１４

１．施設・設備整備に関する計画［評価項目１３で評価］

２．人事システムの最適化

３．人事に関する方針

４．その他の事項

３．法令遵守等内部統制の適切な構築

第３　予算、収支計画及び資金計画

評価項目１３

１．自己収入の増加に関する事項

２．資産及び負債の管理に関する事項

１．施設・設備整備に関する計画

第４　短期借入金の限度額

第５　重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

第６　剰余金の使途

第２　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

評価項目１０ ２８～３０１．効率的な業務運営に関する事項

評価項目１１
２．電子化の推進

評価項目４ １７～１８

３．人材育成に関する事項

４．医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

５．国への政策提言に関する事項

評価項目９
６．その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

２７～２８

国立精神・神経医療研究センターの評価項目について（案）

中期計画 評価区分
評価の視点（案）
における中期計画
の該当ページ

第１　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
　　るために取るべき措置

評価項目１ ３～８１．研究・開発に関する事項

資料１－２－①
国立精神・神経医療研究センター



　（１）臨床を志向した研究・開発の推進

　（２）病院における研究・開発の推進 評価項目２ ６～７

　（３）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 評価項目３ ７～１５

２．医療の提供に関する事項

　（１）高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

　（２）患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供 評価項目５ １７～２０

　（３）その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供 評価項目６ ２０～２１

評価項目７ ２１～２２

評価項目８ ２３

２４

　（１）公衆衛生上の重大な危害への対応

　（２）国際貢献

　（３）ＨＩＶ・エイズ 評価項目１０ ２５～２６

　（４）看護に関する教育及び研究 評価項目１１ ２６～２７

　（１）効率的な業務運営体制

　（２）効率化による収支改善 ２９～３３

３３～３４

評価項目１４ ３４～３６

３６

３７

３７～３８

３９～４０

３８

３８～３９

３９

〃

３９～４０

４０

４１

４２～４３

第７　その他主務省令で定める業務運営に関する事項

評価項目１６

１．施設・設備整備に関する計画［評価項目１３で評価］

２．人事システムの最適化

３．人事に関する方針

４．その他の事項

３．法令遵守等内部統制の適切な構築

第３　予算、収支計画及び資金計画

評価項目１５

１．自己収入の増加に関する事項

２．資産及び負債の管理に関する事項

１．施設・設備整備に関する計画

第４　短期借入金の限度額

第５　重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

第６　剰余金の使途

第２　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

評価項目１２ ２７～２９１．効率的な業務運営に関する事項

評価項目１３
２．電子化の推進

評価項目４ １５～１７

３．人材育成に関する事項

４．医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

５．国への政策提言に関する事項

評価項目９
６．その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

２４～２５

国立国際医療研究センターの評価項目について（案）

中期計画 評価区分
評価の視点（案）
における中期計画
の該当ページ

第１　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
　　るために取るべき措置

評価項目１ ３～６１．研究・開発に関する事項

資料１－２－①
国立国際医療研究センター



　（１）臨床を志向した研究・開発の推進

　（２）病院における研究・開発の推進 評価項目２ ７～８

　（３）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 評価項目３ ８～１５

２．医療の提供に関する事項

　（１）高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

　（２）患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供 評価項目５ １７～２０

　（３）その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供 評価項目６ ２０～２１

評価項目７ ２１～２２

評価項目８ ２２～２３

２３

　（１）公衆衛生上の重大な危害への対応

　（２）国際貢献

　（１）効率的な業務運営体制

　（２）効率化による収支改善 ２６～３０

３０～３１

評価項目１２ ３１～３３

３３

３４

３４～３５

３６

３５

３５～３６

３６

〃

〃

３６～３７

３７～３８

３９～４０

第７　その他主務省令で定める業務運営に関する事項

評価項目１４

１．施設・設備整備に関する計画［評価項目１３で評価］

２．人事システムの最適化

３．人事に関する方針

４．その他の事項

３．法令遵守等内部統制の適切な構築

第３　予算、収支計画及び資金計画

評価項目１３

１．自己収入の増加に関する事項

２．資産及び負債の管理に関する事項

１．施設・設備整備に関する計画

第４　短期借入金の限度額

第５　重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

第６　剰余金の使途

第２　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

評価項目１０ ２４～２６１．効率的な業務運営に関する事項

評価項目１１
２．電子化の推進

評価項目４ １６～１７

３．人材育成に関する事項

４．医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

５．国への政策提言に関する事項

評価項目９
６．その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

２３～２４

国立成育医療研究センターの評価項目について（案）

中期計画 評価区分
評価の視点（案）
における中期計画
の該当ページ

第１　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
　　るために取るべき措置

評価項目１ ３～７１．研究・開発に関する事項

資料１－２－①
国立成育医療研究センター



　（１）臨床を志向した研究・開発の推進

　（２）病院における研究・開発の推進 評価項目２ ７～８

　（３）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 評価項目３ ９～２０

２．医療の提供に関する事項

　（１）高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

　（２）患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供 評価項目５ ２５～２８

　（３）その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供 評価項目６ ２８～３０

評価項目７ ３０～３２

評価項目８ ３２～３３

３３

　（１）公衆衛生上の重大な危害への対応

　（２）国際貢献

　（１）効率的な業務運営体制

　（２）効率化による収支改善 ３６～４０

４１

評価項目１２ ４２～４４

４４

〃

４４～４５

４７

４５～４６

４６

〃

４７

〃

４７～４８

４８～４９

４９～５０

第７　その他主務省令で定める業務運営に関する事項

評価項目１４

１．施設・設備整備に関する計画［評価項目１３で評価］

２．人事システムの最適化

３．人事に関する方針

４．その他の事項

３．法令遵守等内部統制の適切な構築

第３　予算、収支計画及び資金計画

評価項目１３

１．自己収入の増加に関する事項

２．資産及び負債の管理に関する事項

１．施設・設備整備に関する計画

第４　短期借入金の限度額

第５　重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

第６　剰余金の使途

第２　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

評価項目１０ ３４～３６１．効率的な業務運営に関する事項

評価項目１１
２．電子化の推進

評価項目４ ２０～２５

３．人材育成に関する事項

４．医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

５．国への政策提言に関する事項

評価項目９
６．その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

３３～３４

国立長寿医療研究センターの評価項目について（案）

中期計画 評価区分
評価の視点（案）
における中期計画
の該当ページ

第１　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
　　るために取るべき措置

評価項目１ ３～７１．研究・開発に関する事項

資料１－２－①
国立長寿医療研究センター


